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第１章 新しい地域のかたち 

（６）復興事業の担い手や合意形成プロセス 

  ②住民間の合意形成とまちづくり会社等の活用 

地域住民のニーズを尊重するため、住民の意見をとりまとめ、行政に反映するシステム作りが不可欠である。そ

の際、住民・事業者・関係権利者等が構成員となって地域づくりに取り組むための「まちづくり協議会」、「むら

づくり協議会」などを活用することも考えられる。 

なお、住民意見の集約にあたっては、女性、子ども、高齢者、障害者、外国人等の意見についても、これを適切

に反映させ、また将来世代にも十分配慮しなければならない。 
 

第２章 くらしとしごとの再生 

（２）地域における支えあい学びあう仕組み 

  ①被災者救援体制からの出発 

被災地においては、避難所・仮設住宅等の生活者を中心に、心のケアや健康管理、食事・栄養管理、衛生管

理への支援が強く求められている。その際、障害者など社会的弱者には一層の配慮が必要である。また、保健・

医療、介護・福祉サービスのさらなる基盤整備とともに、関係者の連携した取組が必要である。あわせて、住

民が避難した地域をはじめとする被災地や避難先において、犯罪を防止する取組が行われるべきである。 
   

②地域包括ケアを中心とする保健・医療、介護・福祉の体制整備 

被災市町村の復興にあたっては、従来の地域のコミュニティを核とした支えあいを基盤としつつ、保健・医

療、介護・福祉・生活支援サービスが一体的に提供される地域包括ケアを中心に据えた体制整備を行う。その

際、地域の利便性や防災性を考慮し、住宅、保健・医療施設、福祉施設、介護・福祉事業所、教育施設等の一

体的整備や共同利用に配慮する。 

さらに、これらの分野（医療サービス、周辺の健康関連サービス）は雇用創出効果が高いことから、復興に

向かう地域の基幹産業の一つに位置づけることができる。また、大学病院を核とする医師や高度医療を担う人

材育成のための教育体制の整備を進め、大学・専修学校等の学校教育機関を含む多様な訓練機関を活用した職

業訓練などを行い、それらの分野を担う人材育成を進める。これにより、若者・女性・高齢者・障害者を含む

雇用を被災地において確保し、地域の絆をより深める効果が期待される。 

復興の過程においては、避難所や仮設住宅等での生活を通じて、新たな住民相互の助け合いによる見守り活

動と社会参加が進むことが期待される。従来のコミュニティに加えて再構築された新たなコミュニティを基盤

とした支え合いが生まれるように支援すべきである。こうした被災地における取組を将来の少子高齢化社会の

モデルとして位置づけ、被災地以外においても、「地域包括ケアモデル」へと転換を図ることが望ましい。 
 

（４）緊急雇用から雇用復興へ 

 ②産業振興による本格的雇用の創出 

第１次産業などの比率も高かった被災地では、老若男女そろって働くことが自然であるような就労体制が見

られた。第１次産業に限らず、技術水準の高い中小企業などにおいても、高齢者がその能力を発揮し続ける生

涯現役の雇用システムが比較的多く見られるのも特徴である。そうしたなかで、高齢のベテランから、若い人

たちに技能や経験がうまく伝承されているケースもあり、そうした全員参加型、世代継承型の雇用復興を図る

ことも期待される。 
 

第４章 開かれた復興 

（４）人々のつながりと支えあい地域における支えあい学びあう仕組み 

  ①地域包括ケアと社会的包摂の推進 

復興に際しては、声を出しにくい人々にも配慮することで、誰をも排除しない包摂型の社会づくりを行うべ

きであり、その理念に基づく諸施策を推進すべきである。 

たとえば、これまで地域に居場所を見出せなかった若者や、孤立しがちな高齢者・障害者、声を上げにくか

った女性などが、震災を契機に地域づくりに主体的に参加することが重要である。とりわけ、男女共同参画の

視点は忘れられてはならない。こうして、「居場所と出番」を持てるようにすることで、これまで届くことの

なかった声なき声が地域コミュニティに反映され、地域の活力が高まることが望まれる。被災地の復興におい

て、このような社会的包摂が実現することで、新しい人々のつながりが現実化し、新たな日本社会の発展につ

ながることを期待したい。 


